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新潟県条例第16号 

新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条例第46号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線及び太枠部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

１～３ （略） 

４ 第３条の２第１項、第３条の３第１項又は第３

条の４の授業料は、当該各条の規定にかかわらず、

11月中に納めなければならない。 

５ （略） 

附 則 

１～３ （略） 

 

 

 

４ （略） 

 

別表第２（第１条関係） 

高 等 学 校 の 名 称 位    置 

（略） 

新 潟 県 立 新 井 高 等 学 校 妙 高 市 

  

（略） 

 

別表第２（第１条関係） 

高 等 学 校 の 名 称 位    置 

（略） 

新 潟 県 立 新 井 高 等 学 校 妙 高 市 

新潟県 立久 比岐高 等学 校 上 越 市 

（略） 

 

別表第４（第１条関係） 

特 別 支 援 学 校 の 名 称 位    置 

（略） 

新潟県立五泉特別支援学校 五 泉 市 

新潟県立県央特別支援学校 燕 市 

（略） 

新潟県立上越特別支援学校 上 越 市 

  

（略） 

 

別表第４（第１条関係） 

特 別 支 援 学 校 の 名 称 位    置 

（略） 

新潟県立五泉特別支援学校 五 泉 市 

  

（略） 

新潟県立上越特別支援学校 上 越 市 

新潟県立吉田特別支援学校 燕 市 

（略） 

  

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表第４の新潟県立県央特別支援学校の項を加える改

正は同年11月１日から、同表の新潟県立吉田特別支援学校の項を削る改正は令和９年４月１日から施行する。 

 


